
後期高齢者医療制度の運営体制について 

 １ 地方自治法に定める広域連合 

   広域連合とは、地方自治法に定める特別地方公共団体で、都道府県、市町村、

特別区が設置することができ、これらの関係する事務のうち、広域で処理する

ことが適当であると認められるものに関して設立されるものである。 

   広域計画を作成し、必要な連絡調整を図り、総合的かつ計画的に広域行政を

推進する。 

○地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）（抜粋） 

第１条の３ （略） 

２ （略） 

３ 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。  

第 284 条 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。   

２ （略）  

３ 普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であ

ると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画（以下「広域計画」という。）を

作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を

図り、並びにその事務の一部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その

協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、

広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。  

４ （略） 

  

２ 後期高齢者医療広域連合 

   高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、市町村は、後期高齢者医療

に関する事務を処理するため、都道府県ごとに、その都道府県の全ての市町村

が加入する広域連合を設立するものとされている。 

広域連合と市町村は後期高齢者医療に関する事務をそれぞれ分担して行う。 

広域連合 保険料の決定、医療給付等の事務を処理   

市町村 資格の取得 ・喪失や給付申請などの窓口業務、保険料の徴収 

 

○高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）（抜粋） 

第 48 条 市町村は、後期高齢者医療の事務（保険料の徴収の事務及び被保険者の便益

の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。）を処理するため、都道府県

の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合（以下「後期高齢者医

療広域連合」という。）を設けるものとする。 
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３ 北海道後期高齢者医療広域連合 

  (1) 組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

(2) 予 算 

   ア 一 般 会 計 ： 広域連合の運営に係る人件費、事務費等 

   イ 後期高齢者医療会計 ： 後期高齢者に係る医療費（全体の 99.3％）等 

   ウ 平成 29年度予算額 

 予 算 額 前年度比 

一 般 会 計 16 億 7,729 万円 ＋1 億 8,363 万円 

後期高齢者医療会計 8,349 億 2,097 万円 ＋185 億 1,382 万円 

広域連合長 

◆構成市町村
の長の中か
ら当該長に
よる選挙で
選出  

選挙管理委員会 

委員長１名、委員３名 

監 査 委 員 

代表監査委員 １名 
監 査 委 員 １名 

副広域連合長 

◆連合長が議
会の同意を
得て構成市
町村の長の
中から選任 

会計管理者 

◆連合長が補
助機関の職
員の中から
任命 

 

運 営 協 議 会 

◆地方自治法第 138 条の４第３項の規定に基
づき設置する広域連合長の附属機関であり、
広域連合の運営に関する重要事項を審議  

◆委員は 20 名以内で、任期は２年 
◆会長１名、副会長１名を委員の互選により
定める。  

 

 

 

広 域 連 合 議 会 

◆議員定数：32 名 
 ・構成市町村の市 長～８名 
 ・  〃   町 村 長～８名 
 ・  〃   市議会議員～８名 
 ・  〃   町村議会議員～８名 

◆議員の中から議長１名、副議長１
名を議会で選挙 

事務局 

【事務局の職員について】 
 
◆事務局職員は構成市町村等からの派遣職員 
 ●総 数 ～40 名 
＜構成＞ 
・ 市  ～ 27 名 

札幌市 11、中核市４、 
人口 10 万人以上市６、 
人口 10万人未満市 6(別添 1) 

・町 村 ～1 9 名 
            振興局単位に５ブロックに 

分け、各２名づつ（欠員の 
１名はブロック持ち回り）、  
町村の選定は各地区町村会 
に協力依頼(別添 2) 

・北海道 ～  2 名 
・国保連 ～1 2 名 

◆派遣期間は、原則、市は３年、町村は２年で
協力を得ている。 

◆上記の派遣職員のほか、医療給付専門員（非
常勤職員）を３名配置し、保健事業の推進、
医療費の更なる適正化を図っている。 
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電 算 ｼｽ ﾃ ﾑ班 



別 添 

１ 人口 10 万人未満の都市の派遣順（H32 以降も同ローテーション） 

市 H28 H29 H30 H31 H32 

千歳市      

室蘭市      

岩見沢市      

恵庭市      

北広島市      

石狩市      

登別市      

北斗市      

滝川市      

網走市      

稚内市      

伊達市      

名寄市      

根室市      

美唄市      

紋別市      

富良野市      

留萌市      

深川市      

士別市      

砂川市      

芦別市      

赤平市      

夕張市      

三笠市      

歌志内市      

                          (注)網掛けは派遣団体 

 ２ 町村派遣順 

ブロック  

(町村数) 
H28 H29 H30 H31 H32 

渡島・檜山 

（16） 

欠 松前町  松前町    

せたな町  奥尻町  奥尻町    

石狩・空知 

後志（35） 

新十津川町  新十津川町    【欠】  

倶知安町  倶知安町     

上川・留萌 

宗谷（35） 

下川町  礼文町  礼文町  【欠】   

増毛町  増毛町     

ｵﾎｰﾂｸ・胆振・ 

日高（29） 

安平町  安平町  【欠】    

新冠町  新冠町     

十勝・釧路 

根室（29） 

清水町  更別村  更別村    

羅臼町  【欠】     

                          (注)網掛けは派遣団体           

 


